
１． 持株レバレッジ比率の構成に関する事項
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調整項目控除前のオン・バランス資産の額
連結貸借対照表における総資産の額
連結レバレッジ比率又は持株レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△）

連結レバレッジ比率又は持株レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額
（連結貸借対照表における総資産の額に含まれる額を除く。）

連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産の額（△）
Ｔｉｅｒ1資本に係る調整項目の額（△）
オン・バランス資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）

デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち控除する額（△）
清算会員である銀行又は銀行持株会社が補償を義務付けられていない顧客とのトレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想定元本の額から控除した額（△）
デリバティブ取引等に関する額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）

レポ取引等に関する資産の額
レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△）
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額
代理取引のエクスポージャーの額
レポ取引等に関する額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）

オフ・バランス取引の想定元本の額 
オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△）
オフ・バランス取引に関する額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）

資本の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ホ）
総エクスポージャーの額　（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ））　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヘ）
連結レバレッジ比率又は持株レバレッジ比率　（（ホ）／（ヘ））

国際様式
（表2）の
該当番号

国際様式
（表1）の
該当番号

－1c

平成26年度
中間期

平成27年度
中間期

２．前連結会計年度の持株レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因（当該差異がある場合に限る。）
　該当がありません。

自己資本の充実の状況（連結・持株レバレッジ比率に関する開示事項）

オン・バランス資産の額 （１）

デリバティブ取引等に関する額 （２）

レポ取引等に関する額 （３）

オフ・バランス取引に関する額 （４）

連結レバレッジ比率又は持株レバレッジ比率 （５）

 適格流動資産　　（1）
　　適格流動資産の合計額
 資金流出額　　（２）
　　リテール無担保資金調達に係る資金流出額
　　　うち、安定預金の額
　　　うち、準安定預金の額
　　ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
　　　うち、適格オペレーショナル預金の額
　　　うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
　　　以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
　　　うち、負債性有価証券の額　
　　有担保資金調達等に係る資金流出額
　　デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
　　ファシリティに係る資金流出額
　　　うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
　　　うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
　　　うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
　　資金提供義務に基づく資金流出額等
　　偶発事象に係る資金流出額
　　資金流出合計額
 資金流入額　　（３）
　　有担保資金運用等に係る資金流入額
　　貸付金等の回収に係る資金流入額
　　その他資金流入額
　　資金流入合計額
 連結流動性カバレッジ比率　　（4）
　　算入可能適格流動資産の合計額
　　純資金流出額
　　連結流動性カバレッジ比率
　　平均値計算用データ数

当第2四半期
（平成28年3月期
第2四半期）

前第1四半期
（平成28年3月期
第1四半期）

前年第2四半期
（平成27年3月期
第2四半期）

前年第1四半期
（平成27年3月期
第1四半期）
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1.時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項（第7条第2項第1号）　　
　　　当社の平成２８年３月期第２四半期の連結流動性カバレッジ比率は、分母のホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が減少したことを要因に、平成２８

年３月期第１四半期と比較して６．４％上昇しております。

２．連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項（第７条第2項第2号）　　
　　　当社の連結流動性カバレッジ比率は、平成３１年以降に求められる最低水準である１００％を上回って推移しており、問題の無い水準にあると評価しております。

また、今後も連結流動性カバレッジ比率は１００％を上回る水準で推移することを見込んでおります。

流動性に係る経営の健全性の状況（連結・連結流動性カバレッジ比率に関する事項）

（単位：百万円、％、件）（平成27年金融庁告示第7号、別紙様式第三号）
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３．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項（第7条第2
項第3号）　

　　　当社の平成２８年３月期第２四半期の算入可能適格流動資産は、その
　　９０％以上を流動性が高いとされる日本国債、日本銀行預け金及び政府保

証債等のレベル１資産で保有しており、平成２８年３月期第１四半期と比較
してその水準に変化はございません。

　　　また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額は純資金
流出額を上回っており、問題はございません。

４．その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項（第7条第2項第４
号）　　

　（１）「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用について
　　当社は流動性カバレッジ比率告示第２8条に定める「適格オペレーショナ

ル預金に係る特例」を適用しておりません。
　（２）「時価変動時所要追加担保額」の算出方法について
　　　当社は時価変動時所要追加担保額の算出方法について、流動性カバ

レッジ比率告示第36条に定める「簡便法」を適用しております。
　（３）「その他偶発事象に係る資金流出額」について
　　　流動性カバレッジ比率告示第５2条に定める「その他偶発事象に係る資

金流出額」については、投資ファンド等からのキャピタル・コール等を計上
対象としております。

　　　なお、「その他偶発事象に係る資金流出額」が「資金流出合計額」に占め
る割合は、平成２８年３月期第２四半期において１％未満です。

　（４）「その他契約に基づく資金流出額」について
　　　流動性カバレッジ比率告示第59条に定める「その他契約に基づく資金

流出額」については、別段預金で受入れた歳入金の決済等を計上対象と
しております。

　　　なお、「その他契約に基づく資金流出額」が「資金流出合計額」に占める
割合は、平成２８年３月期第２四半期において４％です。

　（５）「その他契約に基づく資金流入額」について
　　　流動性カバレッジ比率告示第７2条に定める「その他契約に基づく資金

流入額」については、流動性リスク管理上の重要性が高いと認められる
取引等を計上対象としております。

　　　なお、「その他契約に基づく資金流入額」が「資金流入合計額」に占める
割合は、平成２８年３月期第２四半期において１％未満です。

　（６）データの使用について
　　　流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さいと判断される小規模

の連結子法人については、資金流出額及び資金流入額を簡便的な方法
で計算することとしております。

　　　なお、連結子法人に係る資金流出額が資金流出合計額に占める割合
は、平成２８年３月期第２四半期において１％です。また、連結子法人に係
る資金流入額については該当がございません。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

ロ. 中小企業（小規模事業者を含む）の経営支援に関する態勢整備（外部専門家・外部機関等との連携を含む）の状況
・ グループ各行では、全ての有人営業拠点に金融円滑化窓口を設け、経営改善に向けた取組みをお手伝いしてまいります。また、営業
店でのご支援とは別に、企業再生・事業再生を取組む専門部署として各行審査部内に「企業サポートグループ」を設置し、営業店と
一体となってお客様の経営改善に取り組んでいます。

イ．中小企業（小規模事業者を含む）の経営支援に関する取組み方針
・ グループ各行では中小企業の皆様への円滑な資金供給に努めます。また、積極的な金融仲介機能を発揮しながら地域経済の健
全な発展に貢献してまいります。 
・ グループ各行では、経営コンサルティング機能の充実、発揮を中心としたお取引先支援の一層の強化を図ります。また、山口
フィナンシャルグループが保有する経営コンサルティング機能を活用し、創業、新事業支援、経営改善支援といった、様々なラ
イフステージにあるお客様からの相談に真摯に対応してまいります。

医療・介護、農業、環境（再生可能エネルギー）セクターへの取引推進により、地域活性化への支援を行っています。ソリューション
営業部に医療・介護、農業専担者を配置し、地域医療機関の支援、医療介護施設の新設にかかる設備融資、農業の新規就農、異業種か
らの農業参入等、積極的なサポートを実施しています。

　医療・介護分野においては病院施設の大規模修繕、介護施設の新設にかかるサポートの展開、農業分野においては農業事業参入に
おける新規就農者へのサポートに留まらず、それらに付随する各種相談にも対応。又、再生可能エネルギー分野については遊休地へ
の太陽光発電設備の導入をはじめとした取組みを展開しています。

医療・介護、エネルギー分野への取引推進により、積極的に地域活性化の支援を行っています。中でも医療・介護分野に対しては、
ワイエムコンサルティングとの連携によるコンサルティング提案を継続的に実施しています。
 また、アジアを中心とした海外取引・進出、将来の日本を支える子どもの育成等、成長戦略を支える幅広い分野に対し、専門家と連
携しながら事業アドバイス、融資等の積極的なサポートを実施しており、山口銀行の海外拠点を利用した、販路拡大支援・各種商談
会などの案内・取引先の現地法人に係る資金ニーズ対応など、販路面・金融面を含め総合的な支援活動も行っています。

お取引先の新製品・新商品開発等に関するニーズ・課題に対して、大学や公設研究機関等に紹介し、技術シーズとのマッチングを
行うなど、中小企業の皆様の各種相談に積極的かつ迅速に対応し、解決してまいります。
平成27年10月より、山口大学が単独で保有する知的財産（特許、実用新案、意匠等）の利用時に発生する実施料が一定期間無料化
されることになったことから、お取引先へ情報営業を強化するとともに、お取引先の保有技術・専門性を理解し、事業性評価の一助
としてまいります。

大学、公的機関、各種外郭団体と連携を図り、お客様のものづくりに係る技術的課題解決に取組む産学官連携を積極的に活用し、
新商品開発・販路拡大支援、コスト削減等の各種経営課題の解決に向けて、中小企業の皆様の各種相談に積極的かつ迅速な対応を実
施しています。
包括連携協定を締結している大学等との情報交換を通じて、各機関の研究・技術シーズとお客様ニーズとのマッチングを積極的
に行っています。
公益財団法人ひろしま産業振興機構と連携して、広島県内の自動車関連産業のお客様を対象に、｢自動車部品製造業セミナー｣を
開催しています。

ものづくりの街北九州に本店を置く銀行として、①ものづくりにおける技術的課題を地元大学や公設機関等と連携し解決に繋げ
る産学官連携、②海外進出を検討している中小企業の皆様に対して海外現地情報提供等を行う海外進出支援、③お客様の販路拡大
やコスト削減等ビジネス上の課題解決のためのコンサルティングやビジネスマッチング等、中小企業の皆様の各種相談に積極的か
つ迅速な対応を実施してまいります。
①について、連携協力協定を締結している九州工業大学へお取引先の技術相談の取次を実施し、共同研究2件、補助金獲得2件、特
許申請1件の実績があります。

ソリューション営業部を中心に地域振興部等関連部署がともに連携して、お取引先の経営上の課題解決を図る態勢としています。

ソリューション営業部と地域振興部等関連部署が連携して、お取引先の経営上の課題解決を図ることに加え、ＹＭＦＧグループ
の総合力を活かした総合的な支援や、グループの海外拠点を活用して、海外で事業展開されるお取引先の支援に取組む態勢として
います。

【行内態勢】

【ものづくりにおける技術的課題に対する取組み】

【成長産業の取組み】

■ 北九州銀行

■ もみじ銀行

■ 山口銀行

■ 北九州銀行

■ もみじ銀行

■ 山口銀行

■ 北九州銀行

■ もみじ銀行

■ 山口銀行

ソリューション営業部では、成長分野・海外進出、ビジネスマッチングに関する支援を主体としたサポートを展開しています。

※当社、および山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行は、平成28年1月4日付でコンサルティング力の強化等を目的とした本部組織の一部改編を行っておりますが、本項に記載している組織名、
　計数等は特に記載のあるものを除き、平成27年9月末現在のものです。

（平成27年9月末現在）
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